
事 業 名 称 流通困難物件に対する買取マッチングサービス『空き活の構築』 

事 業 主 体 名 公益社団法人 和歌山県宅地建物取引業協会  

連 携 先 
和歌山県空家対策推進協議会（県、市町村、学識者等） 
（一社）和歌山県建築士会、和歌山県司法書士会、和歌山弁護士会 
和歌山県行政書士会、和歌山県土地家屋調査士会 

対 象 地 域 和歌山県内全域 

事 業 の 特 徴 
・不動産事業者による空き家の買取を推進 
・県内全域を対象とした既存の相談体制を活用 
・行政と関係専門家団体が協力した不動産フェアの実施 

成 果 

・相談物件の買取可能性の調査・検討 
・買取サービスを行う事業者等の拡大 
・消費者へ中古物件の魅力とリスク発信 
・WEB システム TAKUSERU の機能拡充（買取相談コンテンツ） 

成果の公表先 （公社）和歌山県宅地建物取引業協会のホームページで公表 

 

１．事業の背景と目的 

平成 30 年 10 月から和歌山県内で行政と専門家団体が協定に基づき空き家相談会を中心とした空き

家対策を行い、平成 30 年度末で１５０件（令和元年度末で２７０件）を超える相談対応を行ってきた。

相談の多くは土地建物の処分に関する相談で、なかでも一度不動産事業者に相談したが、断られていた

り、長期にわたり買い手がつかないなどの低廉物件が多い。また、相談対応後、不動産事業者が売買情

報を掲載するも買い手がなかなか見つからない。 

なお、相談対応後は WEB 相談システム「タクセル」を使い相談のアフターフォローを行っている。（H30

当該モデル事業採択により構築済み） 

 以上のことから、当該モデル事業を活用し、以下の取組により、空き家を処分したい人と買取事業者

のマッチングサービスを提供・体制整備することを実施・検証した。 

 

取組と狙い 

A) 買取再販できる事業者を拡大し、不動産事業者自身が寄付受けできるサービスを拡大 

→行政等に対して空き家を寄付したいと相談に来る方が増えているが、物件の多くは売買価

格が低いもしくは０円相当との状況があり、仲介手数料も低くなり一般の不動産売買では流

通しにくいため買取再販への道筋が有効と考えた。 

 

B) 中古住宅等購入希望層へアプローチ 

→資金計画や中古物件の魅力を伝えるセミナーを開催、中古物件購買層を拡大するとともに

買取りからの流通を強化する必要があると考えた。 

 

C) 行政と連携したサービス体制 

→空き家相談の延長として買取サービスを紹介することで、相談者の早期処分を手助けでき

るのではないかと考えた。 



 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

ⅰ）『空き活』とは 

 “空き家を売りたい人”と“空き家を買いたい人”の両者が空き家に関する正しい認識を深めること

を狙うとともに、結果、相互に空き家の持つ可能性と危険性を共有（マッチング）することが、流通の

活性化につながり、ひいては地域に外部不経済を与える空き家（特定空き家）の発生抑制にもつなげる

こと。 

 行政と専門家団体による和歌山県下全域の相談体制として「空き家なんでも相談会」を昨年度より設

置、相談を受付けているが、相談対象となる物件の多くが相談会に来場する以前に所有者による流通活

動終え、不調に終わった物件がほとんどで、通常の既存住宅と比較すると市場における流通性が非常に

低い物件となっている。 

 適正に空き家を管理し、流通阻害要因を未然に防ぐことができていれば、流通性も損なわれずに流通

不調を防げたであろう知識を売主が持っていないのである。また、購入希望者は現実、価格を最優先し、

物件の安全性は二の次である。 

 今回の不動産フェア“空き活”を通じた取組において専門家によるセミナー及び無料相談ブースを通

じ啓蒙活動及び意識啓発を行うことにより“空き家を売りたい人”と“空き家を買いたい人”が空き家

に関する正しい認識を深めることを狙うとともに、結果、相互に空き家の持つ可能性と危険性を共有す

ることが、流通の活性化につながりひいては地域に外部不経済を与える空き家の発生抑制にもつながる

ことと考えた。 

 

 

ⅱ）年間スケジュール（表１） 

取組内容 具体的な内容 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

相談準備 

選別・調査 

①(既)空き家なんでも相談会 8/13  10/8  12/10  2/12  

②WEB システムによる相談対応         

③相談の選別（査定）現地調査         

空き活イベ

ントの実施 

④買取りフェア    11/24     

⑤購入者向けセミナー    11/24     

⑥買取事業者拡大セミナー    11/24     

⑦各種相談ブースの設置    11/24     

タクセルの

充実 

⑧WEB コンテンツ追加作業         

⑨遠方所有者への広報作成         

 

 

 

 



 

ⅲ）業務フロー（図１） 

 

 

ⅳ）役割分担（表３） 

取組内容 具体的な内容 主な担当団体 

相談準備 

選別・調査 

①(既)空き家なんでも相談会 
主催：和歌山県空家等対策推進協議会 

連携：各種団体※ 

②WEB システムによる相談対応 
主催：和歌山県空家等対策推進協議会 

連携：各種団体※ 

③相談の選別（査定）現地調査 当会 

空き活イベントの実施 

④買取りフェア 当会 

⑤購入者向けセミナー 当会 

⑥買取事業者拡大セミナー 当会 

⑦各種相談ブースの設置 行政及び各種団体※ 

タクセルの充実 

⑧WEB コンテンツ追加作業 当会 

⑨遠方所有者への広報作成 当会 

※「和歌山県における空家等相談体制の整備・充実に関する協定書」平成 30 年 5 月 21 日締結・・・和歌山県空家等対

策推進協議会（県・市町村・学識者当）、（一社）和歌山県建築士会、（公社）和歌山県宅地建物取引業協会、和歌山県

土地家屋調査士会、和歌山県司法書士会、（一社）和歌山県不動産鑑定士協会、和歌山県行政書士会、空き家相談セン

ターわかやま、一般社団法人ミチル空間プロジェクト、和歌山弁護士会での相互協定。 

 



（２）事業の取組詳細 

（（表 1）①～⑨より） 

 ①（既）空き家なんでも相談会（既存の取組活用） 

 県内全域を対象に７カ所会場で、県市町村と専門家団体が協力して 2 カ月毎に実施。本年度は期間中

４回開催（8/13・10/8・12/10・2/12）。昨年度より開催数は増えるも、相談件数は減少している。（H30

→141 件、R2→114 件） 

 

 ②（既）WEB システムによる相談対応（既存の取組活用） 

  空き家なんでも相談 WEB サイト“TAKUSERU”タクセルを利用し、各専門家団体の相談員が常時 

 対応できる体制を構築。ＷＥＢ経由での相談及び相談会会場で受付けた案件をデータとして蓄積、 

 専門家間で情報共有を行っているが、前述したとおり、売却希望であっても成約に至るケースは 

 少ない。 

 

 ③相談の選別（査定）現地調査（本事業取組） 

売却希望の相談物件において、選別・現地調査の実施。相談会当日の現場では、相談者の情報 

提供不足により対象物件の状況（建物状態、前面道路、周辺環境等）が不明な場合が多い。 

また、登記情報等の取得による権利関係の把握など査定情報に関し相談会実施後、現地調査等を

行い、相談物件が流通できるかどうかを判断した。 

※参考１（物件調査票書式） 

 

 

・調査者・・・空き家管理活用マイスター（H30 当会にて登録開始現在２３名） 

  

 ④買取フェア“空き活イベント”（本事業取組） 

 空き家を“売りたい人”と“買いたい人”をマッチングさせるフェアを開催。フェア会場にお 

 いて受付けた売却希望相談物件を相談会終了後、相談員間で買取の可否について検証を行った。 

 

 



 

 

※参考 2（空き活チラシ） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤中古住宅（空き家）購入者向けセミナー“空き活イベント”（本事業取組） 

 

  中古住宅購入希望者向けセミナーを実施。通常の講義形式では参加者への理解度が不足するこ 

 とが予想されたため、空き家活用の専門家１名と宅建業者２名によるパネルディスカッション形 

 式で行った。宅建業者が問題提起を行い専門家がコメントする形式で、中古住宅を購入する際の 

 インスペクションによる物件状態把握の重要性等を中心に、参加者自身が所有している住宅の将 

 来的処分時の不安要素（認知症、相続問題等）に対する事前準備の重要性や、特定空家に至らせ  

 ないための空き家適正管理の重要性などについてもディスカッションを行った。 

 ・セミナー講師 

  一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会 理事 伊勢敦史（パネラー） 

  当会執行理事 木村勝次（パネラー）／当会広報啓発委員長 薮 雅仁（司会） 

 

当日テーマは以下のとおり、 

① 中古住宅を購入する際の留意点（物件探し～担当者（業者）選び、周囲の環境確認、立地

条件、耐震性、住宅設備の確認、メリット・デメリット、リフォームしないと住めないの？） 

② インスペクションとは（インスペクションの必要性 ・誰がするの？費用は？） 

③ 資金計画（住宅ローンは組めるの、補助金があるって聞いたことがあるけど） 

    

 

 

 



 

※参考３（中古住宅購入者向けセミナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥買取事業者拡大セミナー“空き活イベント”（本事業取組） 

  事業者向けに空き家を活用したビジネスケースを紹介。物件が持つ可能性をいかに見出し、活 

 用する上での仕入れから売却まで手法についてセミナーを実施。空き家買取事業者拡大を狙った。 

 テーマは次の通り。 

  １．空き家の現状 ２．空き家ビジネスの可能性 ３．「空き家活用」の先進事例 

  ４．注目される「空き家活用」 ５．これからのトレンドは「空き家予防」 

  ６．行政や他業種との連携 ７．買取再販ビジネスの留意点 

 ・セミナー講師 （一社）大阪府不動産コンサルティング協会 理事 伊勢敦史 

※参考４（買取事業者拡大セミナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦各種相談ブースの設置“空き活イベント”（本事業取組） 

  専門家（不動産関係、法律関係、建築関係）金融機関、行政担当者による無料相談会の実施。 

  定例の「空き家なんでも相談会」には相談員として参加していない専門家である「金融機関」 

 「弁護士」がフェアに相談員として参加した。 

※参考５（相談ブース） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ⑧ＷＥＢコンテンツ追加作業 （本事業取組） 

  ＷＥＢ相談システム“TAKUSERU”タクセルを活用し買取相談コンテンツの追加。 

 

 

※参考６（タクセルバンクサイト構築） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨遠方所有者への広報作成 （本事業取組） 

  ＷＥＢ相談システム“TAKUSERU”を周知するチラシを作成。 

※参考７（タクセルチラシ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

空き活イベントの実施について 

（主催等） 

 ・主催・・・当会 

・共催・・・和歌山県空家等対策推進協議会 

・後援・・・和歌山県 

（準備段階） 

事業計画機関を当会５委員長「総務」「研修指導」「広報啓発」「相談業務」「流通政策」及び執

行理事 1 名の計 6 名で構成。当会所管行政である和歌山県建築住宅課も参加。 

主な打合せ 

2019/5 月（行政担当課を含め応募事業の内容検討） 

2019/8 月（イベント日程、会場等を決定） 

2019/9 月 

（セミナー内容及び当会、連携団体（金融機関含）相談員を決定） 

（広報活動準備、各ブース責任者の検討） 

2019/10 月（会場レイアウト及びポスター等配布場所の検討） 

2019/11 月（タイムテーブルの確認、ポスター等の配布） 

 

（当初案からの変更点） 

買取マッチングを促進するため「タクセルバンク（仮称）」を構築 

 

（広報活動）  

行政関連：県 P(30)・L(300) / 30 市町村 P(90)・L(900) 

金融機関：きのくに信金・L(500) / 政策金融公庫 P(5)・L(80) / 紀陽銀行 P(60)・L(300) 

連携団体：建築士会 P(5)・L(20) / 司法書士会 P(5)・L(20) / 調査士会 P(5)・L(20) / 

     鑑定士協会 P(5)・L(20) / 弁護士会 P(5)・L(20) / 行政書士会 P(5)・L(20) 

当会関連：宅建会員 P(0)・L(700) / 協会役員 P(50)・L(250) /小池税理士 P(3)・L(10) 

その他：ビッグユーP(1)・L(100) 

※P ポスター・L リーフレット 

 

（３）成果 

 ①（既）空き家なんでも相談会 

  昨年度より継続実施の「空き家なんでも相談会」においては、114 件の相談を受付け、内２０ 

 件に関しては後日現地調査を実施、査定を行うとともに流通及び管理等の可否に関し調査を行っ 

 た結果、２件の成約となっている。 

  なお、定例の「空き家なんでも相談会」及び今回のフェアでの相談案件に関しては無償譲渡 

 （寄付等）による申出はなく、買取業者とのマッチングには至っていない。 

 

 ②（既）ＷＥＢシステムによる相談対応 

  ＷＥＢ上で「専門家間による解決に向けての情報共有」「成功事例の蓄積」を行った。 



 

 ③相談の選別（査定）現地調査 

  期間中 20 物件に関し調査を行う。 

 

 ④買取フェア（空き活フェア） 

  相談員により検証を行ったがマッチングに至る案件は出なかった。 

 

 ⑤中古住宅購入者向けセミナー（空き活フェア） 

  購入時、処分時（売却、解体）等、中古住宅に内在する危険性を回避するためにインスペク 

 ションが大きな役割を担うこと、空き家となってからの管理が将来の流通に大きな効果をもた 

 らす等、多側面からプロ目線での情報提供を行い参加者に気付きを与えるセミナーとなった。 

 

 ⑥買取事業者拡大セミナー（空き活フェア） 

  空き家をビジネスチャンスに変えるという手法を事例を交え紹介。空き家活用の専門家によ 

 る宅建業者及び空家ビジネスを検討している消費者に対し、空き家の適正管理が市場に流通さ 

 せる上で不可欠なものと説明、一般参加者もこのセミナーを聴講することにより自身の住宅の 

 処分方法等への気付きの機会となった。 

 

 ⑦各種相談ブースの設置（空き活フェア） 

  空き活フェア当日の相談件数は１４件であった。 

 

 ⑧ＷＥＢコンテンツ追加作業 

  「ＴＡＫＵＳＥＲＵ」に機能追加（ＴＡＫＵＳＥＲＵバンク（仮称）を構築。相談会で受付 

 けた案件は相談者の希望を早期に実現するため、昨年度構築したＴＡＫＵＳＥＲＵにおいて各 

 専門家が情報共有しているが、案件の多くは再建築不可等の理由により相談員間の連携だけで 

 は市場で流通させることが困難である。 

  より広く宅建業者の目に触れる機会を創出することを目的に、相談者から同意を得ることで 

 当会会員に対しバンクを介して広く情報提供することにより買取マッチングを促し、案件の早 

 期解決を目指す。 

 

 

３．評価と課題 

 ①（既）空き家なんでも相談会（既存の取組活用） 

  相談内容の半数以上が「売却」に関する相談であり、その多くが「流通困難空き家」の状態ま 

 で陥っているため、当会は相談会実施後２週間以内に相談員全員による「検証会」を開催、相談 

 者の希望に添えるよう処理方法を検討している。しかしながら、相談を受付けた時点ですでに流 

 通困難であるため、流通させるには限界があるのが実情である。相談物件のほとんどが所有者が 

 既に業者に依頼したが売却できなかった、いわゆる「でがらし物件」或いは管理が行われず長期 

 の間放置されていた物件である。空き家は２年も放置されればそうなることは当然で、そうなら 

 ないためにも適正な管理が必要だと感じる。 

  相談事例を通じて流通できない理由のいくつかを次に挙げてみた。 

  １．解体費用が捻出できない。※狭小道路のため重機が侵入できない。 

  ２．修繕費用の捻出ができない。（管理不足による大規模修繕） 

  ３．隣地所有者の購買意欲の低下。 

  ４．相続権者が多数いる。（権利関係が複雑） 



  ５．耐震基準を満たしていない（旧耐震基準） 

  ６．相談者は「処分」の感覚がない。※倒壊寸前でも高額で売りたい。等である。 

  以上を理由に流通に関しては困難を極めているのが実情である。 

 

  今後の課題としては、流通段階に至るまでに阻害要因を可能な限り取り除くことが肝要であり、 

 そのためには、適正な管理を行うことによる空き家の状態維持が不可欠となってくるだろう。管 

 理ができていないために流通できるタイミングを逃している感がある。 

  適正管理による物件維持に関しては、所有者の管理に対する意識が低いため啓蒙啓発による予 

 防線的なセミナーを開催するなど、空き家になってから早い段階での管理の必要性を啓発する必 

 要がある。また、相談件数減少に関しては昨年度実施分で空き家処分に積極的な高齢の相談者の 

 来場が一段落ついた為だと思われる部分もあることから、今後の「流通不能」な空き家の発生予 

 防のためにも、平日の日中に自由な時間をとることが困難な現役相続世代に対して参加を促すた 

 めに休日や夜間の相談会開催を検討する必要がある。 

 

 ②（既）WEB システムによる相談対応（既存の取組活用） 

  ＷＥＢ相談の目的として「専門家間による情報共有」「成功事例の蓄積」が主たる目的であるが、 

 成功事例にできる空き家相談となっていない現実がある。 

  当初の成功事例の蓄積から「処分できない事例」をもとにした予防啓発情報を発信してもいい 

 かもしれない。 

 

 ③相談の選別（査定）現地調査（本事業取組） 

  当日の相談者の説明では物件の状態を判断する情報に乏しく、申込み相談票等事前の情報収 

 集が必要と感じる。そのための相談会参加に先立っての事前調査（聴き取り）時の聞き取りが 

 重要である。 

 

 ⑤中古住宅購入者向けセミナー（本事業取組） 

  購入だけではなく予防論までテーマとして取り上げたことは有意義であった。ディスカッシ 

 ョン形式によるセミナーで参加者のより深い理解度が得られた。今後は参加者からの質問に対 

 してディスカッションする時間を設けることも必要。 

 

 ④、⑥、⑦空き活フェア（本事業取組） 

  広報対象の拡大もしくは効果的な広報手段による周知。フリーペーパー広告等だけではな 

 く、地域自治会等に対してのチラシ配布等による周知が必要と感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．今後の展開 

・「空き家なんでも相談会」及び「空き活」継続による流通不能空き家発生予防のための啓発活動。 

 
 

引き続き空き家に特化したイベントとして「空き活」を実施するとともに、今までの流通できない空き

家の相談会から、適正管理による流通不能を予防するための啓発セミナーを併設した相談会を地域自治

会等を交えた形式での開催も視野に入れ検討していく。所有者等に対し流通不能や近隣への「迷惑空き

家」になってからの“事後対策”をアドバイスするのではなく、そうさせないための“予防”対策のた

めの相談会を実施し、所有者等の意識改革を促していく。まずは、粘り強く空き家を放置させない管理

の重要性や認知症等による空き家処分時の凍結原因の危険性等、生前段階における準備の必要性に関し

て啓発することを通じて地域とのつながりを築いていくことが必要である。 

 

・ＷＥＢ相談システム“TAKUSELU”タクセルの県外への周知。 

 TＡＫＵＳＥＲＵのＷＥＢメリットを最大限に活用するためには県内はもちろん、「県外在住の県内空

き家所有者」への周知が重要である。行政と連携し固定資産税納付通知等にリーフレット等の封入協力

を得る。 

 

・ＷＥＢ相談対応者である各専門家団体相談員、行政担当者が適切にシステム運用を行うこと。 

 箱が準備されていても中身の運用が適正に行われていなければ効率的な相談解決には至らない。そのため、

相談員に対し受付から解決までの統一した連携対応を教育していく。さらに、短期間で人事異動が実施され

る行政に対しては、マニュアル等の充実を図ることにより、円滑な引継ぎを行っていく。 

 

 



最後に 

 当該モデル事業を採択していただきましたことを関係者の皆様に対して、心から感謝申し上げます。 また事業に

協力していただきました県内連携団体の皆様に併せて感謝申し上げます。事業成果をもとにますますの空き家対策

に尽力していく所存です。                                     事業実施者一同 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 昭和３５年３月 

代表者名 （公社）和歌山県宅地建物取引業協会 

連絡先担当者名 堀江 美哉 

連絡先 
住所 〒640-8323 和歌山県和歌山市太田 １４３－３ 

電話 ０７３－４７１－６０００ 

ホームページ http://wtk@wakayamnet/or/jp 

 
 

  

 

 


